
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  国税不服審判所 H25.4～6 の裁決事例を公表         

Ｑ：国税不服審判所が裁決事例を公表した

そうですが、どのようなものが公表されたの

ですか？ 

                                              

Ａ：16事例が公表されました。 

【解説】 

さきごろ、国税不服審判所から平成25年４

月から６月までの裁決事例が16事例(国税通

則法関係１件、所得税法関係8件、法人税法1

件、相続税法関係２件、登録免許税関係１件、

国税徴収法関係３件)公表されました。主なも

のは次のとおりです。 

 【国税通則法関係】 

  源泉所得税の納付が法定納期限後になった

ことについて真に納税者の責めに帰すること

のできない客観的事情があったと認められる

とした事例・・・請求人が源泉所得税を法定

納期限後に納付したのは、賃貸人が居住者か

ら非居住者に変更になったことを知ることが

できなかったためとするが、これは不動産の

賃貸借等において、賃借料の支払の都度、居

住者・非居住者の別を確認することを義務付

けた明文の規定はなく、また、本件賃貸借契

約に係る取引のように、賃貸人等との接触を

ほとんど必要としない取引について、そのよ

うな煩雑な手続を採ることが必要であるとす

るのは合理的でないというべきであるとして、

原処分庁の主張を退けました。 
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